
重要 　入院される患者様、ご家族様へのお知らせ

（『診療報酬改定』は厚生労働省が通常２年に１回行うものとなります）

　変更となります。

※（）内は2026年5月まで ※3食/日✕30日にて換算

 食事療養標準負担額の変更について（２０２６年６月分より）

　令和８年度診療報酬改定に伴い、ご入院中のお食事代（食事療養標準負担額）が以下のように

所得区分
１食当たりの負担額 １ヶ月あたりの換算額

５５０円
４９，５００円

（510円）

（過去１年間の入院期間が９０日超）

住民税非課税世帯 ２７０円
２４，３００円

住民税課税世帯

（240円）

１９，８００円

１３０円

（110円）
１１，７００円低所得Ⅰ

２２０円

（190円）

住民税非課税世帯

（過去１年間の入院期間が９０日以内）


